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令和元年第４回足寄町議会臨時会議事録
令和元年８月５日（火曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 沢 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞

日程第 ２ 会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞

日程第 ３ 報 告 第 ９ 号 専決処分の報告について（車両破損事故に対する損害賠償

の額を定めることについて）＜Ｐ４＞

日程第 ４ 報告第１０号 専決処分の報告について〔令和元年度足寄町一般会計補正

予算（第２号）〕＜Ｐ４～Ｐ５＞

日程第 ５ 議案第８０号 総合体育館・温水プール改修（建築主体）工事請負契約に

ついて＜Ｐ５＞

日程第 ６ 議案第８１号 総合体育館・温水プール改修（機械設備）工事請負契約に

ついて＜Ｐ５～Ｐ６＞

日程第 ７ 議案第８２号 （仮称）芽登集落センター建設（建築主体）工事請負契約

について＜Ｐ６～Ｐ７＞

日程第 ８ 議案第８３号 下水道事業用車両購入売買契約について＜Ｐ７～Ｐ８＞

日程第 ９ 議案第８４号 高規格救急自動車購入売買契約について＜Ｐ８～Ｐ９＞

日程第１０ 議案第８５号 令和元年度足寄町一般会計補正予算（第３号）＜Ｐ９～Ｐ

１１＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開会宣告

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござい

ます。ただいまから、令和元年第４回足寄町

議会臨時会を開会をいたします。

ここで暫時休憩をいたします。

午前１０時０１分 休憩

午前１０時０５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 町長挨拶

○議長（吉田敏男君） 町長渡辺俊一君か

ら、招集の挨拶があります。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをいた

だきましたので、第４回臨時会の招集に当た

り一言御挨拶を申し上げます。

ことしの天候でございますけれども、４月

上旬は低温傾向となりましたが、その後平年

並みに推移し、一時期は降水量、日照時間も

少なく、最近は高温が続いているというよう

な状況の中でありますけれども、本町の畑作

物の主要作物の一つであります小麦の収穫が

７月の２８日から始まりました。きのう、８

月４日に終了いたしました。その報告を

ちょっとさせていただきたいと思います。

現在のところ、乾燥重量では反収が１０.

５８俵となっております。最終的な製品反収

の数値についてはもう少し時間を要するとこ

ろでございますけれども、細麦、細い麦と書

きますけれども、そういうものが散見される

というようなこともございまして、作柄とし

ては平年並みぐらいになるのではないかなと

聞いております。

無事収穫作業も終了いたしまして、ことし

もこの後好天が続き、ほかの作物も順調に生

育をして豊穣の秋を迎えられることができれ

ばと願っているところでございます。

さて、本日は専決処分に関する報告２件、

それから議案といたしまして６件を予定して

ございます。御審議賜りますようお願いを申

し上げて、簡単でございますけれども、招集

に当たっての御挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） これから、本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

１８４条の規定によって、３番進藤晴子君、

４番榊原深雪君を指名をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） 本

日開催されました、第４回臨時会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

会期は、本日１日間であります。

本日は、最初に報告第９号と報告第１０号

の報告を受けます。次に、議案第８０号から

議案第８５号までを即決で審議いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 会期決定の件

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決定

の件を議題といたします。

お諮りをいたします。

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日１日間に決定をい

たしました。

◎ 報告第９号

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 報告第９

号専決処分の報告について（車両破損事故に

対する損害賠償の額を定めることについて）

の件を議題といたします。

本件について、報告を求めます。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、報告第９号専決処分の報告につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により、これを報告するものでご

ざいます。

専決処分書。

車両破損事故に対する損害賠償の額を定め

ることについて、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、次のとおり専決処分する。

１、損害賠償総額８,７６１円。

２、事故発生の場所、日時等については、

別紙示談書のとおりでございます。２ページ

左側に示談書を添付しておりますので、御参

照願います。

事故の概要でございますが、平成３１年３

月１８日午後７時ごろ、足寄町中矢１５３番

地１（町道・中央幹線）の路上において、髙

橋昌子氏が運転する車両が通過したところ、

道路の舗装が剥がれ、段差ができていた箇所

に接触し、車両左側の前輪タイヤ及びホイー

ルが破損し、走行不能となったものでござい

ます。

なお、運転していた髙橋氏にはけがはあり

ませんでした。

事故の原因でございますが、町道の舗装が

経年劣化で剥がれたことにより段差が生じた

ことが原因と思われます。

なお、段差箇所につきましては、事故の連

絡を受けた後、速やかに補修を行っておりま

す。

過失割合につきましては、足寄町が３０

％、髙橋氏が７０％で、物損事故の示談が令

和元年７月１日に成立しましたので、町が髙

橋氏に対して損害賠償金として、８,７６１

円を支払うこととするものでございます。

なお、３ページに、事故発生現場状況図を

添付しておりますので、御参照願います。

以上で、報告第９号専決処分の報告とさせ

ていただきますので、御理解のほど、よろし

くお願いを申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を終

わります。

◎ 報告第１０号

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 報告第１

０号専決処分の報告について〔令和元年度足

寄町一般会計補正予算（第２号）〕の件を議

題といたします。

本件について、報告を求めます。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、報告第１０号専決処分の報告に

ついて、御報告申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により、これを報告するものでご

ざいます。

専決処分書。

令和元年度足寄町一般会計補正予算（第２

号）を、地方自治法第１８０条第１項の規定

により別紙のとおり専決処分する。

補正予算の内容について申し上げます。５

ページをお願いいたします。

令和元年度足寄町一般会計補正予算（第２

号）。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１０１億３,４１７万８,

０００円とするものでございます。

補正予算の内容につきましては８ページと
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となりますが、報告第９号で報告いたしまし

た車両事故に伴います賠償金９,０００円の

支出と、この財源といたしまして、同額の賠

償保障保険金の歳入を計上したものでござい

ます。

以上で、報告とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を終

わります。

◎ 議案第８０号

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 議案第８

０号総合体育館・温水プール改修（建築主

体）工事請負契約についての件を議題といた

します。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第８０号総合体育館・温水

プール改修（建築主体）工事請負契約につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。

令和元年７月２２日、足寄町財務規則に基

づき指名競争入札に付した総合体育館・温水

プール改修（建築主体）工事について、下記

のとおり請負契約を締結するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議

決をお願いするものでございます。

契約の目的は、総合体育館・温水プール改

修（建築主体）工事。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、１億７,２５９万円。

契約の相手方は、足寄町西町８丁目１番地

の１２、株式会社外田組、代表取締役菅原智

美氏でございます。

工期は、令和２年２月１４日でございま

す。

なお、落札率につきましては９８.６％で

ございます。

１０ページから１４ページに、総合体育

館・温水プールそれぞれの平面図、立面図を

添付してございますので、御参照をいただき

たいと思いますが、改修箇所につきまして

は、図面において斜線等で表示している部分

で、床、外壁等の改修でございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８０号総合体育館・温水

プール改修（建築主体）工事請負契約につい

ての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８０号総合体育館・温

水プール改修（建築主体）工事請負契約につ

いての件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第８１号

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 議案第８

１号総合体育館・温水プール改修（機械設

備）工事請負契約についての件を議題といた

します。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と
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なりました、議案第８１号総合体育館・温水

プール改修（機械設備）工事請負契約につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。

令和元年７月２２日、足寄町財務規則に基

づき指名競争入札に付した総合体育館・温水

プール改修（機械設備）工事について、下記

のとおり請負契約を締結するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第２条の規定により議会の議決

をお願いするものでございます。

契約の目的は、総合体育館・温水プール改

修（機械設備）工事。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、７,８１０万円。

契約の相手方は、奥原・白沢経常建設共同

企業体、代表者は帯広市西２０条北１丁目３

番３０号、株式会社奥原商会、代表取締役奥

原宏氏でございます。構成員は、足寄町南５

条１丁目１８番地、有限会社白沢文栄堂、代

表取締役白沢康氏でございます。

工期につきましては、令和２年２月１４日

でございます。

なお、落札率は９８％でございます。

１６ページから１８ページに、総合体育

館・温水プールそれぞれの平面図を添付して

おりますので、御参照をいただきたいと思い

ますが、改修箇所は平面図の斜線で表示して

いる部分で、暖房設備、給排水設備等の改修

でございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８１号総合体育館・温水

プール改修（機械設備）工事請負契約につい

ての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８１号総合体育館・温

水プール改修（機械設備）工事請負契約につ

いての件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第８２号

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 議案第８

２号（仮称）芽登集落センター建設（建築主

体）工事請負契約についての件を議題といた

します。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第８２号（仮称）芽登集落

センター建設（建築主体）工事請負契約につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

令和元年７月３１日、足寄町財務規則に基

づき指名競争入札に付した（仮称）芽登集落

センター建設（建築主体）工事について、下

記のとおり請負契約を締結するため、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処

分に関する条例第２条の規定により、議会の

議決をお願いするものでございます。

契約の目的は、（仮称）芽登集落センター

建設（建築主体）工事。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、１億７,５８９万円。

契約の相手方は、足寄町南１条４丁目６番
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地２、株式会社森下組、代表取締役森下郁男

氏でございます。

工期は、令和２年２月２８日でございま

す。

なお、落札率は９８.３１％でございま

す。

工事概要につきましては、２０ページの配

置図をごらんいただきたいと思いますが、２

０ページの左側に記載をしてございますが、

工事場所は足寄町芽登本町２４０番地の内

と、２４１番地１の内でございます。

構造は木造平屋建て、延べ床面積は５１

７.９７平方メートルでございます。

２１ページと２２ページに、平面図、立面

図を添付しておりますので、御参照をお願い

いたします。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８２号（仮称）芽登集落

センター建設（建築主体）工事請負契約につ

いての件を採決をいたします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８２号（仮称）芽登集

落センター建設（建築主体）工事請負契約に

ついての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第８３号

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第８

３号下水道事業用車両購入売買契約について

の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第８３号下水道事業用車両

購入売買契約について、提案理由の御説明を

申し上げます。

令和元年７月２２日、足寄町財務規則に基

づき、指名競争入札に付した下水道事業用車

両購入について、下記のとおり売買契約を締

結するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第３条の

規定により、議会の議決をお願いするもので

ございます。

契約の目的は、下水道事業用車両購入。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、１,６４４万５,０００円。

契約の相手方は、足寄町郊南１丁目２３番

地の９、有限会社大西自動車工業、代表取締

役大西節夫氏でございます。

納入期日は、令和２年３月１６日でござい

ます。

なお、落札率は９７.６５％でございま

す。

２４ページに車両の外観図を添付しており

ますので、御参照をお願いいたします。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８３号下水道事業用車両

購入売買契約についての件を採決をいたしま

す。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８３号下水道事業用車

両購入売買契約についての件は、原案のとお

り可決されました。

◎ 議案第８４号

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第８

４号高規格救急自動車購入売買契約の件を議

題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第８４号高規格救急自動車

購入売買契約について、提案理由の御説明を

申し上げます。

令和元年７月３１日、足寄町財務規則に基

づき、指名競争入札に付した高規格救急自動

車購入について、下記のとおり売買契約を締

結するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第３条の

規定により、議会の議決をお願いするもので

ございます。

契約の目的は、高規格救急自動車購入。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、３,４７６万円。

契約の相手方は、札幌市東区苗穂町１３丁

目２番１７号、株式会社北海道モリタ、代表

取締役中川龍太郎氏でございます。

納入期日は、令和２年２月２８日でござい

ます。

なお、落札率は９９.５５％でございま

す。

２６ページに救急自動車の外観図を添付し

ておりますので、御参照をお願いいたしま

す。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

３番。

○３番（進藤晴子君） 高規格救急自動車と

ありますが、今現在ある救急車とどこか違う

のか、教えていただきたいと思います。

そして、今現在救急車が足寄町には何台あ

るのか教えてください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） 現在、救急自動

車につきましては２台所有してございます。

そのうち高規格と言われるものは１台で、そ

れの更新でございます。

○議長（吉田敏男君） いや、高規格とどう

いう違いがあるかということについての質問

です。

○副町長（丸山晃徳君） 今議決の部分でし

たので、契約の議決の部分でしたので、消防

署長が後ろで控えているのですが、参事とし

て今来ていないので、参事から答えさせて、

消防課長から答えて。

○町長（渡辺俊一君） 契約締結の中身なの

で、自動車の中身だとかという問題ではな

い。今回議論する中身ではないのではないか

と。
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○議長（吉田敏男君） 契約するに当たって

の話だと思うよ。

○町長（渡辺俊一君） 高規格救急車という

のはもともと予算取る段階で、その段階で本

来でいけば議論する中身であって、今回契約

の中身ですので、本来、今回の今までの高規

格とどこが違うのだとかという中身の議論と

いうのは、今回の場ではないのではないかと

思う。

○議長（吉田敏男君） 今の関係ですけれど

も、予算の提案そのものについては、この３

月の議会の中でもう既に終了しているという

ことであります。

そして今この時点においては、契約の内容

だけでありますから、今の質疑については

ちょっとそぐわないということになります。

（「わかりました。」と呼ぶ者あり）

済みません。

他に質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、質疑なし

と認めます。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これから、議案第８

４号高規格救急自動車購入売買契約について

の件を採決をいたします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８４号高規格救急自動

車購入売買契約についての件は、原案のとお

り可決されました。

◎ 議案第８５号

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 議案第

８５号令和元年度足寄町一般会計補正予算

（第３号）の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第８５号令和元年度足寄町

一般会計補正予算（第３号）につきまして、

提案理由を御説明申し上げます。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま

す。

議案第８５号令和元年度足寄町一般会計補

正予算（第３号）について、御説明申し上げ

ます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,９６７万４,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０１億７,

３８５万２,０００円とするものでございま

す。

歳出から御説明申し上げます。

１０ページをお願いいたします。

第２款総務費、第２項徴税費、第１目税務

総務費、第２３節償還金、利子及び割引料に

おきまして、還付金等といたしまして４０９

万９,０００円を計上いたしました。

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第２目

道路管理費、第１７節公有財産購入費におき

まして、土地購入費といたしまして１,００

０円を計上いたしました。

第９款消防費、第１項消防費、第３目災害

対策費、第１５節工事請負費におきまして、

指定避難所非常用電源設備整備工事といたし

まして３,５５７万４,０００円を計上いたし

ました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。

８ページにお戻りください。

第１１款地方交付税、第１項地方交付税に

おきまして、普通地方交付税を１億１,８４

０万４,０００円計上いたしました。

第１９款繰入金、第１項基金繰入金におき

まして、財政調整基金繰入金といたしまして

９,７９０万４,０００円減額いたしました。

第２２款町債、第１項町債におきまして、
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緊急防災・減災事業債といたしまして３,５

６０万円を計上、臨時財政対策債といたしま

して１,６４２万６,０００円を減額いたしま

した。

これら歳入の補正につきましては、緊急防

災・減災事業債を除きまして、国からの交付

税及び臨時財政対策債の額の決定通知を受け

計上し、財政調整基金で財源調整を行ったも

のでございます。

以上が歳入の事項でございます。

３ページにお戻りください。

３ページにおきまして、第２表地方債補正

変更２件をお願いしてございます。

なお、１２ページに説明資料を添付してお

りますので、御参照ください。

以上で、議案第８５号令和元年度足寄町一

般会計補正予算（第３号）の提案理由の説明

とさせていただきますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

８ページをお開きください。

歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

１番。

○１番（多治見亮一君） 設置場所というの

はどの辺を予定しているのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

非常用電源設備のことだと思いますが、設

置場所につきましては、総合体育館の西側で

ございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） サッカー場と体育

館の間の狭いところなのかなというふうに思

うのですが、大きさとしてはどのぐらいの大

きさのものを想定してますか。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） 非常用電源設備

でございますが、キュービクル型のタイプで

ございます。それで大きさにつきましては、

横といいますか、横につきましては約３メー

トルぐらいでございます。高さにつきまして

は２メートル１０センチ程度でございます。

以上でございます。

奥行きにつきましては９０センチ程度でご

ざいます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） アリーナの西側に

入り口もあるものですから、そこの出入り口

の支障が来さない場所への設置を検討して、

場所の設置、十分にしていただきたいなとい

うふうに思います。アリーナの出入り口に資

材の搬入でトラックとか入ると思いますの

で、その通路を十分に確保しないとまた後で

困ると思いますので、その辺のほうもよろし

くお願いします。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に３ページにお戻

りください。

第２表地方債変更２件、質疑はございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括、

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８５号令和元年度足寄町

一般会計補正予算（第３号）の件を採決をし

ます。
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この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８５号令和元年度足寄

町一般会計補正予算（第３号）の件は、原案

のとおり可決されました。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これをもって、本臨

時会に付議されました案件の審議は全部終了

をいたしました。

これで、本日の会議を閉じます。

令和元年第４回足寄町議会臨時会を閉会を

いたします。

午前１０時５０分 閉会


